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１ 計画策定の背景と趣旨 

⑴ 地球温暖化のメカニズム 

現在、地球の平均気温は 14℃前後ですが、もし大気中に水蒸気、二酸化炭素、メタ 

ンなどの温室効果ガスがなければ、マイナス 19℃くらいになります。太陽から地球に

降り注ぐ光は、地球の大気を素通りして地面を暖め、その地表から放射される熱を温

室効果ガスが吸収し大気を暖めているのです。 

 近年、産業活動が活発になり、二酸化炭素、メタン、さらにはフロン類などの温室

効果ガスが大量に排出されて大気中の濃度が高まり熱の吸収が増えた結果、地表面の

温度が上昇しています。この現象を「地球温暖化」といいます。 

出典：全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト（http://www.jccca.org/） 

⑵ 国際的な動向 

   1988（昭和 63）年に世界気象機関（WMO）と国連環境計画（UNEP）により国連の組織 

として設立された「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）」において、温暖化に関す 

る最新の知見がまとめられ、これまで５回にわたり、温暖化の科学・影響・対策に関 

する報告書を公表しています。 

   1992（平成 4）年の国連環境開発会議（地球サミット）において、地球温暖化がも 

たらす様々な悪影響を防止するための国際的な枠組みを定めた「気候変動に関する国
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際連合枠組条約（気候変動枠組条約）」が採択され、1994（平成 6）年 3 月に発効し、

先進国については温室効果ガスを 1990（平成 2）年の排出水準に戻すことが努力目標

とされました。 

   1997（平成9）年 12月に京都で開催された気候変動枠組条約第３回締約国会議（COP3） 

において、先進国全体で 5パーセント以上の温室効果ガス削減を義務づける京都議定 

書が採択され、2005（平成 17）年 2 月に発効条件を満たし、法的拘束力が発生しまし 

た。 

   2007（平成 19）年に発表された IPCCの第４次評価報告書の中で、「温暖化には疑う 

う余地はない」と断定し、大気や海洋の世界平均温度の上昇、南極や北極の氷及び山 

岳氷河などの広範囲にわたる減少、世界平均海面水位の上昇等が観測され、今や地球 

が温暖化していることは明らかとしています。 

   2008（平成 20）年、北海道洞爺湖で開催された主要国首脳会議（G8 洞爺湖サミッ 

ト）において、「2050（平成 62）年までに世界全体の排出量を少なくとも 50％削減を 

する」との目標を気候変動枠組条約締約国と共有し、採択を求めることで合意されま 

した。 

2013（平成25）年に発表されたIPCCの第５次評価報告書によると、気候変動は陸地 

と海洋の炭素吸収を一部相殺してしまうことの確信度は高い。この結果、排出された

二酸化炭素は、大気中により多く残ることになる。海洋へのさらなる炭素の蓄積の結

果、海洋酸性化が進行する。二酸化炭素の累積排出量と世界平均地上気温の上昇量は、

ほぼ比例関係にあるという新しい見解などが報告されています。  

 

⑶ 我が国の動向 

国際的な動向を受け、我が国では平成 11年に「地球温暖化対策の推進に関する法

律」（以下、「地球温暖化対策推進法」という。）を制定し、地球温暖化対策への取組

として、国、地方公共団体、事業者及び国民それぞれの責務を明らかにし、その後

の改正を経て、各主体の取組を促進するための法的な枠組が整備されました。 

    また、平成 17年２月の京都議定書の発効を受けて、同年４月に「京都議定書目標

達成計画」（以下、「目標達成計画」という。）を策定し、京都議定書で定められた基

準年（1,990 年）比６％削減に向けた基本的な方針や温室効果ガスの排出削減等に関

する具体的な対策、施策が示されました。 

    さらに、世界に向けては 2007 年に世界全体の排出量を 2050 年までに半減させる

ことを全世界の共通目標とすることを提案する「クールアース 50（美しい国 50）」

を発表し、翌 2008年のダボス会議では、世界の排出量を今後 10年から 20年の間に

ピークアウトし、2050 年には少なくとも半減するという「クールアース推進構想」

を表明しました。 

    その後の我が国の取組としては、「クールアース 50」、「クールアース推進構想」を

世界に発信し、世界の温室効果ガス排出量を 2050年までに半減させることを提案し

た責任として、「低炭素社会づくり行動計画」を策定し、2050 年までに現状から 60

～80％削減するという目標を定めました。 
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⑷ 新潟県の動向 

   新潟県においては、平成９年に「新潟県生活環境の保全等に関する条例」に基づき 

地球環境保全対策の指針として、「新潟県地球温暖化対策地域推進計画」が策定され 

ました。この計画では、2010（平成22）年までの計画期間において「2000年において、 

二酸化炭素排出量を1990年レベルまで削減し、2000年以降、できる限り排出量を削減 

させること」が目標に掲げられています。 

この目標達成に向けて、チーム・マイナス６％や環境にやさしい買い物運動などの 

県民運動の普及・拡大を図るとともに、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づ 

き、県が指定した「新潟県地球温暖化防止活動推進センター」や県が委嘱した「地球

温暖化防止活動推進員」を通じて普及啓発活動の推進に取り組んでいます。 

また、平成10年３月に「環境にやさしい新潟県の率先行動計画」が策定され、県の 

すべての機関で、省エネ・省資源、廃棄物の発生抑制・リサイクルなどの取組が進め

られています。 

また、これまでの意識啓発に加え、地球温暖化防止行動の取組機会を提供する仕組 

みとして、新潟県版カーボン・オフセットの構築・普及にも取り組んでいます。 

 

⑸ 三条市のこれまでの取組 

   ≪当市の各種計画≫ 

   ●三条市バイオマスタウン構想【2008（平成 20）年２月策定】 

   本市が有する豊かな水田や野菜、果樹類、園芸苗木等豊富な畑地を活かしたバ

イオマスタウンの形成に向けて、堆肥化、燃料化、エネルギー回収の３つの柱を

基本にバイオマスの利活用を推進してきました。 

 

●三条市環境基本計画【2008（平成 20）年３月策定】 

     三条市環境基本条例第 10条の規定に基づき、本市における環境政策を総合的か

つ計画的に推進していくための指針とすることを目的として策定しました。 

     自然環境、生活環境、快適環境、地球環境という環境対象ごとに施策を示し、

その中の地球環境施策という位置づけのもと、地球温暖化防止に向け、市として

の率先的な取組の実施及び事業所、家庭における地球温暖化対策の普及促進を図

ってきました。 

 

●人と地球にやさしい三条市の率先行動計画（三条市地球温暖化防止実行計画）  

【2011（平成23）年４月策定】 

     市内最大の事業体であり環境に負荷を与えている立場という面から、事務事業 

に関する地球温暖化対策として、本計画を策定し、省エネルギー、省資源、ごみ

の減量、リサイクルなど環境に配慮した取組を行ってきました。 
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⑹ 計画の趣旨 

本計画は、地球温暖化対策推進法に基づき、市域における温室効果ガスの排出抑制

のための総合的かつ計画的な施策を策定し、地球温暖化対策の推進を図ることを目的

とするものです。 

 

 

２ 計画の位置付け 

  本計画は、地球温暖化対策推進法第20条第２項の規定に基づき地方公共団体実行計画 

 の区域施策編として策定するものであり、三条市環境基本条例に基づき策定された三条 

市環境基本計画の個別計画に位置付けられます。 

また、「三条市バイオマスタウン構想」、「人と地球にやさしい三条市の率先行動計画（三 

条市地球温暖化防止実行計画）」等の関係する市の計画等や新潟県の地球温暖化対策実行

計画との連携を図ることとします。 

   

 図１ 計画の位置付け 
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３ 計画の対象と期間 

⑴ 対象範囲 

   温室効果ガスは日常における様々な活動から生じており、その排出抑制については、

あらゆる主体による取組が必要となることから市民、事業者、市を活動の対象としま

す。 

 

⑵ 対象とする温室効果ガス 

   本計画で対象とする温室効果ガスは、二酸化炭素とします。 

   京都議定書及び地球温暖化対策推進法では、二酸化炭素、メタン、一酸化炭素、ハ

イドロフルオロカーボン類、パールフルオロカーボン類、六ふっ化硫黄の６種類を対

象としていますが、日本で排出される温室効果ガスの大半を二酸化炭素が占めること

から、二酸化炭素のみを対象とします。 

 

⑶ 計画の期間 

   計画の期間は、市の最上位計画である次期総合計画との整合を図るため、平成26年

度から平成34年度までの９年間とします。次期計画については計画期間の終了に合わ

せて策定することとしますが、社会状況の変化や国、県等の今後の動向も踏まえた中

で必要に応じて見直しを行います。 
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１ 市の地域特性 

⑴ 地勢 

   三条市は、東経 138°57’11”、北緯 37°38’11”の新潟県のほぼ中央に位置し、面積 432．01ｋ㎡を

有するまちです。 

  当市の北西部には日本一の大河信濃川が流れるほか、清流・五十嵐川が市内を横断しています。

下田地域東部の福島県境までの国有林一帯は、越後三山只見国定公園、奥早出粟守門県立自然公園

に指定されており、豊かな森林資源に恵まれています。 

 

⑵ 人口 

   人口は、昭和 35年の 99,895人から昭和 60年まで増加を続け、110,568 人を記録しました。しか

し、平成２年からは減少に転じ、平成 22年においては 102,292人となっています。 

   世帯数は、昭和 35 年の 19,320 世帯から増加傾向で推移しており、平成 22 年においては 32,467

世帯となっています。 

   １世帯当たりの人口は、図２のとおり昭和 35 年の 5.2 人から昭和 55 年まで減少傾向が著しく、

昭和 60年からは増加傾向に転じ、平成 22 年においては 4.1人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ※人口、世帯数は合併した三市町村を合わせた数値です。 出典：三条市統計データ 

⑶ 気象 

   本市の気候は典型的な日本海側気候であり、冬の寒冷多雪が特徴的です。市内の一部地域は特別

豪雪地帯に指定されています。 

図３のとおり、平成元年から 25年の年間平均気温は概ね 13℃から 14℃で上昇傾向にあり、地球

温暖化の影響を受けていることが見受けられます。また、年間降水量は 2,000㎜前後で推移してい

ます。 
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                          出典：気象庁ホームページ 気象観測データ 

 

２ 二酸化炭素排出量の現状 

⑴ 二酸化炭素排出量の算定方法 

本市の二酸化炭素排出量の算定は、地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編）策定

マニュアル(第１版)簡易版（平成22年8月環境省、以下「簡易版マニュアル」という。）に準拠

した方法により実施しました。 

 

 ⑵ 総排出量 

本市の二酸化炭素排出量は、図４のとおり基準年度である平成 17（2005）年度の 1044.4 千ｔ

-CO2に対し、減少傾向で推移し平成 22（2010）年度には 880.9 千ｔ-CO２と５年間で 15.7％減少

しました。 

しかし、平成 23（2011）年度には 958.1千ｔ-CO２と前年度比 8.8％増となりました。 

   これは、平成 23 年３月 11 日に発生した東日本大震災や同年７月 29 日に発生した新潟・福島豪

雨水害による影響が主な要因として考えられます。 
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(千ｔ－ＣＯ２) 

 

 

 ⑶ 部門別排出量 

    二酸化炭素の排出量を部門別にみると、表１及び図５のとおり産業部門の製造業からの排出量

が最も多く、総排出量に占める割合は基準年度である平成17（2005）年度で約43％、平成23（2011）

年度で 40.2％となっています。これは、「ものづくりのまち」としての本市の特徴の表れと考え

られます。 

    先に述べたように、基準年度から減少傾向で推移していた総排出量は平成 23（2011）年度に再

び増加しています。これを部門別でみると前年度に比べ業務部門で 26.6％、産業部門の製造業で

13.4％の増加となっています。このうち、業務部門は基準年度との比較でも 16.5％の増加となっ

ています。 

    これらの部門における増加要因としては、次のことが考えられます。 

   ・業務部門 

平成 23年７月 29日に発生した新潟・福島豪雨水害による、上水及び下水処理量の増加に伴

うエネルギー使用量の増加。 

   ・産業部門の製造業 

平成 23年３月 11日に発生した、東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所の事故の影

響を受け、東北電力管内においても女川原子力発電所（宮城県）、東通原子力発電所（青森県）

の稼働が停止し、その代替として火力発電が増加したことによる電力供給に係る二酸化炭素排

出量の増加。 

被災地の復旧に必要な物資の製造によるエネルギー使用量の増加。 
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図４ 本市の二酸化炭素排出量の推移
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図５ 部門別温室効果ガス排出量の推移
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表１　部門別の二酸化炭素 排出量の推移　　　(単位：ｔ－CO2 )
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現況の比較
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１ 二酸化炭素排出量の将来予測 

前章では、基準年度（平成 17(2005)年度）から、現状年度（平成 23（2011）年度）までの温室効

果ガス排出量の現状の把握を行いました。 

 ここでは、特に対策を講じないで推移した場合の中期目標年度（平成 32（2020）年度）、長期目標

年度（平成 62（2050）年度）における温室効果ガス排出量について将来予測をします。 

ただし、温室効果ガスの排出量は社会や経済の動向の影響を受けるため、将来予測はあくまでも参

考値となります。 

 排出量は今後、何も対策を講じなくても、図６のとおり人口が減少するため、それに伴い低下して

いくことが予想されます。 

将来の予測人口は、国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口（平成 25 年 3月

推計）』を基に、平成 27（2015）年から平成 62（2050）年までの 35年間について、推計しています。 

 

 

将来推計ケースにおける将来の排出量（千ｔ－ＣО２） 
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27年度
（2015年)

平成
32年度
(2020年)

<中期目標年度>

平成
37年度
(2025年)

平成
42年度
(2030年)

平成
47年度
(2035年)

平成
52年度
(2040年)

平成
62年度
(2050年)

<長期目標年度>

基準年比 - ▲8.3% ▲12.3% ▲15.8% ▲19.8% ▲24.1% ▲28.4% ▲32.9% ▲41.2%

千ｔ－CO2 1,044.4 958.1 915.8 878.9 837.2 792.8 747.3 700.6 614.5

 

(単位：千ｔ-CO2) 

 

 

本市における温室効果ガスの将来予測は、表２のとおり現況の平成 23(2011)年度では、958.1千ｔ－

CO2で基準年度から 8.3％の減少、中期目標年度の平成 32(2020)年度の排出量では、878.9千ｔ－CO2 で

基準年度から 15.8％の減少、長期目標年度の平成 62(2050)年度は 614.5千ｔ－CO2 で基準年度から

41.2％の減少となることが予測されます。 

 

表２ 二酸化炭素排出量減少率 (将来推計ケース) 
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図７ 二酸化炭素排出量将来予測 (将来推計ケース)
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２ 二酸化炭素排出量の削減目標 

⑴ 目標設定の考え方 

削減目標の設定については、国の方針に沿って、長期目標及び中期目標を設定することとしま

す。 

長期目標については、まず、基準年を設定した上で、基準年における二酸化炭素排出量を基に

長期目標年の目標排出量を設定します。 

    中期目標については、長期目標に至る通過点に中期目標を置くという考え方に基づき設定しま

す。 

 

⑵ 基準年 

基準年については直近の年を基準年とする考え方もありますが、平成 23 年に発生した東日本

大震災や原発事故、平成 20年から平成 22 年のリーマンショックなど、社会的・経済的に大きな

影響を及ぼす事象があったことを考えると、こうした年を基準とした場合、温暖化対策の効果を

適切に計ることは困難です。 

また、当市においては平成 17 年の市町村合併により市域が拡大したことから、これらの事情

を踏まえ、本計画においては平成 17年（2005年）度を基準年とします。 

 

⑶ 目標の設定 

三条市域で排出される二酸化炭素について、平成17年（2005年）度を基準年とし、将来の目標

排出量を次のとおり設定します。 
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図８ 二酸化炭素排出量の削減目標 
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１ 排出削減に向けた各主体の役割 

２ 基本方針及び施策の体系 

３ 具体的な取組 
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１ 排出削減に向けた各主体の役割 

   二酸化炭素排出量を削減するためには、市民・事業者・市の各主体が率先して行動するとともに、 

互いに協力しながら地球温暖化防止に向けた取組を継続していくことが重要です。このため、各主 

体には次のような役割が期待されます。 

⑴ 市民の役割 

    地球温暖化は、市民の生活に長期に渡って深刻な影響を与えることが心配されます。自然の恵 

   み豊かな暮らしを次世代に継承するために、私たち一人一人がライフスタイルを地球にやさしい 

ものへ転換し、地球温暖化防止に取り組みます。 

 

⑵ 事業者の役割 

製品の製造やサービスの提供、流通、消費といった事業活動に関わるすべての過程において、

二酸化炭素の排出削減に取り組みます。従業員に対する環境教育・意識啓発を行い、普段の事業

活動における二酸化炭素の排出削減に取り組みます。 

    また、地球温暖化問題に関心を持ち、他の事業者や地域とも連携し、積極的に地球温暖化防止 

活動に参加するよう努めます。 

 

⑶ 市の役割 

    この計画を市民・事業者に周知するとともに、市自らも一事業者として、市の事務事業に伴う 

   ニ酸化炭素排出量の削減に率先して取り組みます。 

  市民・事業者が地球温暖化対策を進めるために必要な支援に努めます。 
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２ 基本方針及び施策の体系 

⑴ 基本方針 

温室効果ガス排出削減の目標を達成するためには、各主体がそれぞれの立場で環境に配慮した

低炭素社会の実現を目指し活動していく必要があり、まずは市自らが率先して取り組んだ上で、

市民、事業者等の活動促進を図っていきます。そのために本計画では次の４つの基本方針を定め

ます。 

 

方針１ 再生可能エネルギーの利用促進 

  本市は豊かな森林に加え水田や果樹類、園芸苗木等豊富な畑地を有しており、バイオマス

を地域で循環利用するための基盤に恵まれています。その基盤を最大限に活用したバイオマ

スタウンの形成に向け、食品残渣、もみ殻、剪定枝等の「堆肥化」、学校調理場等から出る

廃食用油のＢＤＦ化や間伐材を利用したペレット製造といった「燃料化」、一般廃棄物中の

バイオマス（家庭系生ごみ等）をエネルギー原料として利用する「エネルギー回収」という

３つの柱を基本にバイオマスの利活用を推進します。 

 

方針２ 省エネルギー型ライフスタイル・ビジネススタイルの推進 

家庭や事業所での温室効果ガスの排出量を削減するためには、それぞれが日常生活や事業

活動において節電やエコドライブ、クールビズやウォームビズなど省エネルギーに対する意

識を高め、環境に配慮した行動習慣を実践していくことが必要です。市としては、家庭や事

業所において、積極的な省エネルギーの取組が図られるよう必要な情報の提供や、啓発活動

を行っていきます。 

 

方針３ 循環型社会の構築 

循環型社会の構築に向けて、それぞれが日常生活や事業活動において、3Rを基本とし廃棄

物の排出抑制・再使用・再利用に努めることが重要です。市としては、そのための情報提供

や啓発活動を行うとともに、環境啓発施設「かんきょう庵」におけるリユース家具の無料配

布やフリーマーケットの開催など、廃棄物の排出抑制・再使用・再利用につなげるための機

会をつくり、持続的な取組が図られるような仕組みを構築していきます。 

 

方針４ 地域環境の整備及び改善 

森林や緑地などの植物は、二酸化炭素を吸収する機能を有しており、その適切な保全や創

出が夏の暑さを緩和することなどにつながり、エネルギー消費の低減効果を見込むことがで

きます。森林整備や緑化活動の推進に当たっては、地域や事業所などの協力が不可欠である

ことから、市が地域や事業所の取組を支援するとともに、市民に対する啓発活動を行い活動

の促進を図ります。 

また、自動車による温室効果ガスの削減を図るため、自転車利用の促進や利便性の高い公

共交通機関の整備、改善に取り組みます。 
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⑵ 施策の体系 

市民・事業者・市の各主体が、基本方針に基づき、温室効果ガス排出量の削減に向けた施策を、

次の体系で実施していきます。 
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３ 具体的な取組 

市民・事業者・市のそれぞれの主体が、４つの基本方針のもと、二酸化炭素の排出削減に取り組 

みます。それぞれの方針に基づく具体的な施策については次のとおりです。 

⑴ 方針１ 再生可能エネルギーの利用促進 

≪バイオマス利活用の推進≫ 

事 業 名 生ごみ、剪定枝等の堆肥化 

事 業 主 体  市 

事 業 内 容  （市） 

  市内で発生する生ごみ、剪定枝等を回収し堆肥化を図り、ごみの減量化

を目指します。 

 

期 待 さ れ る 効 果  

ごみの減量につながり、ごみ処理にかかるエネルギー消費が抑えられ、

二酸化炭素排出量の削減が見込めます。 

 

 

事 業 名 間伐材の木質燃料化 

事 業 主 体  市 

事 業 内 容  （市） 

  緑のリサイクルセンターにおいて受け入れた剪定枝、間伐材のうち木質

ペレット燃料の原料として利用可能なものについて、民間のペレット製造

工場で燃料化し公共施設等で利用することによりエネルギーの地産地消

と資源循環型社会の推進を図ります。 

期 待 さ れ る 効 果  化石燃料の使用を減らし、再生可能なバイオマスエネルギーの利用を進

めることで二酸化炭素の排出削減が期待できます。 

また、間伐材の利用が進むことで森林が整備され森林が持つ二酸化炭素

の吸収機能が高まるとともに、里山の保全や林業振興といった副次的な効

果も期待できます。化石燃料ではなく、再生可能エネルギーを使用するこ

とで二酸化炭素排出量の削減が期待できます。 
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事 業 名 公共施設へのペレットボイラー導入 

事 業 主 体  市  

事 業 内 容  （市） 

  公共施設の冷暖房や給湯用としてペレットボイラーを導入し、再生可能

なバイオマスエネルギーである木質ペレット燃料の利用拡大に努めます。 

 今後、新設や改修を行う公共施設について、施設規模や運営方針をもと

に初期投資や維持管理に係るコスト面も含めた検討を行い、投資費用の回

収が見込まれるケースについてペレットボイラーを導入していくことと

します。 

期 待 さ れ る 効 果    化石燃料の使用を減らし、再生可能なバイオマスエネルギーへ転換を進

めて行くことで、二酸化炭素の排出削減が期待できます。 

 

【化石燃料からの転換による削減効果の目安】 

・灯 油：年間10,000ℓの使用を木質ペレット燃料に転換した場合、

年間24.9ｔ-ＣＯ２の削減が期待できます。 

・都 市 ガ ス：年間10,000㎥の使用を木質ペレット燃料に転換した場合、

年間22.4ｔ-ＣＯ２の削減が期待できます。 

・プロパンガス：年間10,000㎥の使用を木質ペレット燃料に転換した場合、

年間59.7ｔ-ＣＯ２の削減が期待できます。 

 

⑵ 方針２ 省エネルギー型ライフスタイル・ビジネススタイルの推進 

≪身近に取り組むことのできる二酸化炭素の排出削減≫ 

事 業 名 身近に取り組むことのできる省エネ活動の実践 

事 業 主 体  市民、事業者、市 

事 業 内 容  （事業者、市民） 

冷暖房の設定温度を調節したり、使用しない電化製品のコンセントは抜

くなど身近に取り組むことのできる省エネ活動を実践します。 

（市） 

  事業所の一つとして上記の取組を率先して実践するとともに、身近に取

り組むことのできる省エネ活動等について市民、事業者に紹介し、取組の

促進を図ります。 

期 待 さ れ る 効 果    エネルギーの使用量が抑えられ、二酸化炭素の削減効果が期待できま

す。 
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環境にやさしいライフスタイルについて 

自宅でできる省エネ行動 
CO2  

削減量（年間） 

1 電化製品やＯＡ機器を長時間使用しない時は、コンセントから電源を切ります。 11㎏ 

2 冷蔵庫の設定温度は適切にします。 21.6㎏ 

3 ガス給湯機のお湯で食器を洗うときは低温に設定します。 20.0㎏ 

4 野菜の下ごしらえは電子レンジでします。 15.4㎏ 

5 電気ポットを長時間使用しない時はプラグを抜きます。 37.6㎏ 

6 ガスコンロは炎が鍋底からはみ出さないように調節します。 5.4㎏ 

7 食器洗い乾燥機はまとめ洗いにします。 2.0㎏ 

8 お風呂は、家族が続けて入るようにします。 87.0㎏ 

9 温水洗浄便座は使わないときはフタを閉めます。    12.2㎏ 

10 洗濯機はまとめ洗いをします。 2.1㎏ 

11 掃除機は部屋を片付けてから使います。 1.9㎏ 

12 エアコンの冬暖房時は 20℃を目安にする。 18.6㎏ 

13 ガス・石油ファンヒーターの室温は 20℃を目安にする。 30.2㎏ 

14 電気カーペットは設定温度を低めにします。 65.1㎏ 

15 電気こたつは設定温度を低めにします。 17.1㎏ 

合 計 347.2㎏ 

出典：一般財団法人省エネルギーセンター「家庭の省エネ大辞典」 
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事 業 名 環境に配慮した製品の開発、利用 

事 業 主 体  市民、事業者、市 

事 業 内 容  （事業者） 

省エネ効果のある製品やリサイクル可能な製品の開発、販売や製品の簡

易包装に取り組むよう努めます。 

（市民、市） 

  省エネ効果のある製品や環境ラベルのついた製品など環境に配慮した

製品の購入、利用に努めます。 

（市） 

  環境に配慮した製品の開発、利用の促進を図るため、情報提供、啓発活

動を行います。 

期 待 さ れ る 効 果    省エネ効果のある製品の普及により、エネルギー消費が抑えられ二酸化

炭素の排出量の削減が見込まれます。 

ごみの減量につながり、ごみ処理にかかるエネルギー消費が抑えられ、

二酸化炭素排出量の削減が見込まれます。 

 

 

事 業 名 涼みスポット「オアシス26℃」の取組 

事 業 主 体  市 

事 業 内 容  （市） 

  夏の熱中症対策、節電対策の一つとして、市民が気軽に利用できる涼み

スポットとして対象となる公共施設のロビー等を開放します。対象施設に

ついては、ガスヒートポンプ式など設定温度の変更が消費電力に及ぼす影

響が尐なく、節電に支障のない空調設備を持つ公共施設において実施しま

す。 

期 待 さ れ る 効 果    家庭における夏季のエネルギーの使用量が抑えられ、二酸化炭素の削減

効果が期待できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４章 二酸化炭素排出量の削減に向けた取組 

- 27 - 

 

 

事 業 名 農産物の地産地消の促進 

事 業 主 体  市民、事業者、市 

事 業 内 容  （事業者） 

  地元食材の積極的な使用に努め、農産物の地産地消を進めます。 

(市) 

  積極的に地元食材を使用するお店を「地産地消推進店」として認定しＰ

Ｒすることで地産地消の推進を図ります。 

（市民） 

  「地産地消推進店」などの利用を通じ、地元産食材の消費を心がけます。 

期 待 さ れ る 効 果    輸送に係るエネルギーの使用量が抑えられ、二酸化炭素の削減効果が期

待できます。 

 

 

事 業 名 ＬＥＤ街灯導入事業 

事 業 主 体  市 

事 業 内 容  （市） 

  市内全域の街灯にＬＥＤ街灯を導入し、省エネルギー化による二酸化炭

素の排出削減を図ります。 

 

期 待 さ れ る 効 果    エネルギーの使用量が抑えられ、二酸化炭素の削減効果が期待できま

す。 

 

 

事 業 名 国・県の補助事業の情報提供、活用支援 

事 業 主 体  市 

事 業 内 容  （市） 

  家庭や事業所における、省エネ設備の導入に対する国や県の補助制度等

に関する情報の提供や、活用の支援を行います。 

 

期 待 さ れ る 効 果  家庭、事業所等における省エネ設備の導入によりエネルギーの使用量が

抑えられ、二酸化炭素の削減効果が期待できます。 
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事 業 名 エコファミリー認定制度 

事 業 主 体  市民、市 

事 業 内 容  (市) 

  環境にやさしい暮らしを実践する家族を応援する制度で、家族単位でチ

ェックシートに掲げるチャレンジ項目に取り組み、達成した家族を「エコ

ファミリー」として認定し、環境意識の向上を図ります 

 

期 待 さ れ る 効 果    家庭における環境意識の向上により、地球温暖化対策を始め、環境にや

さしい行動の促進効果が期待できます。 

 

≪自動車による二酸化炭素の排出削減≫ 

事 業 名 ノーマイカーデーの実施 

事 業 主 体  市民、事業者、市 

事 業 内 容  （市） 

  特定の日をノーマイカーデーとして定め、全市的に持続的な取組が図ら

れる仕組みを構築し、市民、事業者に実施を促します。また、市としても

率先して実施に取り組みます。 

（市民） 

  ノーマイカーデーの実施に努めます。 

（事業者） 

  従業員のノーマイカーデーの実施促進に努めます。 

期 待 さ れ る 効 果  自家用車の利用頻度が減り、自動車から排出される二酸化炭素の削減が

見込まれます。 
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事 業 名 エコドライブの推進 

事 業 主 体  市民、事業者、市 

事 業 内 容  (市民、事業者) 

急発進・急加速・急ブレーキの抑制やアイドリングストップなどエコド

ライブの実施に努めます。 

（市） 

  エコドライブに率先して取り組むとともに、促進に向けた広報活動を実

施します。 

期 待 さ れ る 効 果  自動車から排出される二酸化炭素排出量の削減が見込まれます。 

 

自動車の省エネルギー行動 
CO2  

削減量（年間 

１ 発進時はふんわりアクセル「ｅスタート」します。 194.0㎏ 

２ 加減速の少ない運転をします。 68.0㎏ 

３ 早めのアクセルオフをします。 42.0㎏ 

４ アイドリングストップをします。 40.2㎏ 

合 計 344.2㎏ 

出典：一般財団法人省エネルギーセンター「家庭の省エネ大辞典」 

 

⑶ 方針３ 循環型社会の構築 

≪３Ｒの促進≫ 

事 業 名 ゆずります！ゆずってください！ 

事 業 主 体  市（三条市消費者協会事務局） 

事 業 内 容  （市） 

  物を大切にすることを目的に「使わない品物を人に譲りたいという方

を、譲ってほしい方に紹介する事業」を行います。 

 

期 待 さ れ る 効 果  ごみの減量につながり、ごみ処理にかかるエネルギー消費が抑えられ、

二酸化炭素排出量の削減が見込まれます。 
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事 業 名 リユース家具の無料配布 

事 業 主 体  市 

事 業 内 容  （市） 

  粗大ごみとして回収した家具で「まだ使える」「もったいない」という

良質なものを、希望する方に無料で配布します。 

 

期 待 さ れ る 効 果  ごみの減量につながり、ごみ処理にかかるエネルギー消費が抑えられ、

二酸化炭素排出量の削減が見込まれます。 

 

 

事 業 名 フリーマーケットの開催 

事 業 主 体  市 

事 業 内 容  （市） 

  市主催のフリーマーケットを開催することで、使わなくなったものをご

みとして捨てるのではなく、再利用につなげ、ごみの減量化を図ります。 

 

期 待 さ れ る 効 果    ごみの減量につながり、ごみ処理にかかるエネルギー消費が抑えられ、

二酸化炭素排出量の削減が見込まれます。 

 

 

事 業 名 マイバッグの利用促進によるレジ袋の削減 

事 業 主 体  市民、事業者、市 

事 業 内 容  （市民） 

  買い物の際は、マイバッグを利用し、レジ袋の削減に努めます。 

(市) 

  マイバッグの利用促進を図るための周知、広報活動を実施します。 

（事業者） 

  マイバッグ利用促進のための周知、広報活動に協力するよう努めます。 

 

期 待 さ れ る 効 果  ごみの減量につながり、ごみ処理にかかるエネルギー消費が抑えられ、

二酸化炭素排出量の削減が見込まれます。 
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事 業 名 清掃センター見学会の実施 

事 業 主 体  市民、市 

事 業 内 容  (市) 

  小学生を主な対象として、清掃センターの見学会を実施し、ごみに関す

る知識の習得やごみの減量化に取り組む意識の高揚に努めます。 

 

期 待 さ れ る 効 果  環境意識の向上を図り、地球温暖化対策を始め、環境にやさしい行動の

促進効果が期待できます。 

 

 

事 業 名 エコクラス認定制度 

事 業 主 体  市 

事 業 内 容  (市) 

  子どもたちに環境に関心を持って、楽しみながら行動してもらうため、

環境活動に一定期間取り組んだクラスを「エコクラス」として認定し、環

境意識の向上を図ります。 

 

期 待 さ れ る 効 果    環境意識の向上を図り、地球温暖化対策を始め、環境にやさしい行動の

促進効果が期待できます。 
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⑷ 方針４ 地域環境の整備及び改善 

≪森林・里山環境の保全≫ 

事 業 名 緑化助成事業 

事 業 主 体  市民、市 

事 業 内 容  （市） 

  緑化の促進とうるおいのある景観づくりを推進するため、花の種、苗等

の購入費を対象として補助金を交付します。 

(市民) 

  補助事業を活用し、まちなかに緑地を増やします。 

期 待 さ れ る 効 果    植物が持つ光合成という特質が二酸化炭素を吸収する効果があります。 

 

 

事 業 名 ポケットパークの整備 

事 業 主 体  市民、市 

事 業 内 容  （市民、市） 

弥彦線高架下にある11箇所のポケットパークについて、市民協働のもと

整備に取り組み、まちなかにおける緑地の確保に努めます。 

 

期 待 さ れ る 効 果  植物が持つ光合成という特質が二酸化炭素を吸収する効果があります。 

 

    

事 業 名 グリーンカーテンの設置促進 

事 業 主 体  市民、事業者、市 

事 業 内 容  （市） 

  夏の電力消費を抑え二酸化炭素の排出削減に効果があるグリーンカー

テンの設置を促進し、市としても率先して取り組みます。 

（事業者、市民） 

  グリーンカーテンの設置に努めます。 

 

期 待 さ れ る 効 果    植物が持つ光合成という特質が二酸化炭素を吸収する効果があります。 
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事 業 名 環境保全団体の支援 

事 業 主 体  市 

事 業 内 容  （市） 

  環境保全団体の活動について、後援、共催という形で支援し、市民の環

境保全意識の醸成を図ります。 

 

期 待 さ れ る 効 果    環境意識の向上を図り、地球温暖化対策を始め、環境にやさしい行動の

促進効果が期待できます。 

 

≪利便性の高い公共交通体系の構築≫ 

事 業 名 利便性の高い公共交通体系の構築 

事 業 主 体  事業者、市 

事 業 内 容  （市、事業者） 

  利用しやすい公共交通体系を構築し、利用促進に努めます。 

 

期 待 さ れ る 効 果    自動車から排出される二酸化炭素排出量の削減が見込まれます。 

 

 

事 業 名 自転車利用環境の整備 

事 業 主 体  市 

事 業 内 容  （市） 

  駐輪場の整備、確保等を行い、自転車を利用しやすい環境整備を図りま

す。 

期 待 さ れ る 効 果    自動車から排出される二酸化炭素排出量の削減が見込まれます。 
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第５章 計画の推進 

 

１ 推進体制 

２ 進捗管理 
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１ 推進体制 

⑴ 庁内推進体制 

地球温暖化の進行を抑制するためには市民、事業者などの積極的な参加が不可欠です。 

市には、その活動を主導し、活動の促進を図ることが求められますが、一方で、市内最大の事業

体という立場も持っており、他の実施主体の模範となるべく、まずは率先して温暖化防止に取り

組む必要があります。市では、平成 23年に策定した「人と地球にやさしい三条市の率先行動計

画」にのっとり、温暖化防止に向け、市が所有する全ての施設において省エネルギー等の取組を

実践していきます。 

取り組むに当たっては、各課、施設等に実行責任者及びそれを補助する立場として環境推進員 

を置き、取組を着実に実施していきます。 

 

⑵ 三条市環境審議会 

取組状況及び計画の進捗状況について、評価、検証を行い、計画の着実な推進を図るため必要

に応じて提言、助言を行います。 

     

⑶ 市民、事業所との連携・協力 

地球温暖化の原因である温室効果ガスは、市民の日常生活、事業者の事業活動など、あらゆる 

場面で排出され、その削減が求められることから、それぞれの主体的な取組が不可欠です。また、 

その取組の効果を最大限に発揮するためには、互いが連携・協力し計画を推進していくことが必 

要です。 

 

⑷ 広域的な連携・協力 

地球温暖化に向けた取組は、市民、事業所の自主的、主体的な取組はもとより、施策の効果を 

最大限に発揮するためには、単一の行政区域だけではなく、広域的な取組が必要となります。そ

のようなことから、国、県、地球温暖化防止活動推進センターなどと連携・協力を図ったうえで

取組を推進していきます。 
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図８ 推進体制のイメージ 

 

 

２ 進捗管理 

   本計画における各種取組状況を把握し、二酸化炭素排出量の排出状況推計結果と照らし合わせ、

Ｐlan（計画、施策の立案）－Ｄo（実施、運用）－Check（評価、検証）－Action（計画、施策の見

直し）というＰＤＣＡサイクルの考え方に基づき、計画の進捗管理をしていきます。 

   また、計画の見直しに当たっては、社会状況の変化に対応し、国、新潟県の地球温暖化対策の動

向等を踏まえた中で、継続的な取組が図られ、目標が確実に達成されるよう努めます。 

 

図９ 計画の進捗管理 
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